
 

 

 

 

 

 

 

 

このニュースは、「中野神明小学校・新山小学校統合委員会」における協議の状況を保護者や地域の

皆さまにお知らせするために発行しています。今号では、３月１５日に開催された統合委員会における

協議の概要をお知らせします。 

第８回統合委員会から新しい学校の校章と校歌について協議を進めています。 

「子どもたちが応募することにより校章や校歌に愛着を持ってもらえるのではな

いか」、「子どもたちが地域や町会の人たちと接し、一緒に考えられる

と良いと思う」等の意見が出され、校章のデザインと校歌に入れたい

言葉（フレーズ・単語）を募集することになりました。 

今後、応募のあった作品等を参考に、新しい学校の校章と校歌の協

議を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊応募用紙・応募箱の設置箇所＊ 

  南中野区民活動センター、弥生区民活動センター、中野神明小学校、新山小学校、 

しんやまの家、やよいの園 

   ※両校の児童・保護者の方は、担任の先生にも提出できます。 

 

 

     

 
発行：中野神明小学校・新山小学校統合委員会 

平成 28年(2016年)4月 8日発行 第 9号 

(仮称)中野区立みなみの小学校の校章デザイン・校歌の歌詞を募集 
 

① 校章デザイン 
◇ 募集内容 

・新しい学校にふさわしい校章のデザイン 

・作品の説明（デザインの意味、思いなど） 

◇ 留意事項 

（１）未発表・オリジナルの作品に限ります。 

（２）応募作品は、返却しません。 

（３）応募作品に関する著作権は、中野区（(仮称)

みなみの小学校）に帰属することになりま

す。 

（４）応募作品については、学校統合委員会で修

正を加えることがあります。 

 

② 校歌の歌詞 
◇ 募集内容 

・校歌の歌詞に取り入れたい言葉（単語） 

 （例）元気、青空、笑顔、希望など 

◇ 留意事項 

応募された言葉は、専門家に作詞を依頼する際

の参考としてお渡しするため、応募されたものが

必ず校歌に入る訳ではありません。 

 

応募の締め切り 

平成28年5月13日（金） 

＊＊中野神明小学校・多田小学校・新山小学校は平成 29年度に 3校から 2校に統合します＊＊ 



 

現在、両校で使用している学校指定品（体操着等）を統合新校の

開校に合わせて新たに指定する必要があります。指定品の項目など

の詳細については、両校が検討して決定することになりました。なお、平成 28 年度の 1 年生から 5

年生は教育委員会から学校指定品が支給されます。 

 

 

〇紅白帽子は、日よけのことを考えると、つばがあった方が良いと思う。 

〇（仮称）みなみの小学校と（仮称）南台小学校の通学帽子を色違いにすれば、子どもがどちらの 

学校に通っているか一目見て分かるので、地域全体で見守ることができる。 

〇通学帽子を被ることにより、子どもたちに一体感や連帯感が生まれると思う。 

〇通学帽子を学校指定品にすると、その後の学校の指導が大変になるのではないか。 

〇新たに学校指定品とすることにより保護者の負担が増えるのではないか。 

〇学校指定品は学校生活上、必要なものなので、学校が主導となって選定してもらうのが良いと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統合時の校舎として使用する新山小学校の改修工事が、今年度行われます。 

４月から７月中旬にかけて、校庭の南側の位置に教室数を確保するための仮

設校舎の設置工事を行います。また、夏休みから秋にかけて、統合後の学級数

にあわせた普通教室への整備や給食室の改修、敷地東側のフェンスの改修等を

行います。 

 

 

 

 

 

学校指定品について 
 

学校指定品について出された主な意見 

前期統合学校指定品の例 
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新山小学校改修工事 
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次回の統合委員会は 
5 月３１日（火） 

に開催する予定です。 

＊＊中野神明小学校・多田小学校・新山小学校は平成 29年度に 3校から 2校に統合します＊＊ 
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